
　　帯広市町内会連合会事務局

　　　　（帯広市市民活動課取扱）

　　初夏の候、皆様におかれましてはご健勝でお過ごしのこととお喜び申し上げます。

　　日頃より、町内会・市町連活動推進にご尽力を賜り、お礼申し上げます。

　　さて、今回下記の書類を送付させていただきます。

　　ご不明な点などがございましたら、お手数ですが下記の事務局までご連絡ください。

＜帯広市町内会連合会関係分＞　※すべての町内会に１部送付

① 安心安全の啓発看板を斡旋します

② 令和７年度　町内会長研修会のご案内

③ 町内会活動時のケガ・事故に注意

④ 町内会活動中傷害保険手引き

お問い合わせ・提出先

〒080-8670 帯広市西５条南７丁目１　（庁舎３階）

帯広市市民福祉部地域福祉室市民活動課

直通電話　６５－４１３０　　ＦＡＸ　２３－０１５６

メール active@city.obihiro.hokkaido.jp

★防犯灯の市への移管に関する書類については、６月末日頃に発送予定です。

帯 市 町 連 第 22 号

令 和 7 年 6 月 13 日

記

町内会長各位

各種文書の送付について

mailto:active@city.obihiro.hokkaido.jp

